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連結孫会社の合併および商号変更効力発生日の変更に関するお知らせ 

当社は、2019 年 12 月４日付「連結孫会社の合併および商号変更に関するお知らせ」にて開示し

ました連結子会社のＳＢＳリコーロジスティクス株式会社 100％子会社であるＳＢＳ三愛ロジ６社

の、ＳＢＳ三愛ロジ関西株式会社を存続会社とする合併および商号変更について、下記の通り変更

することを承認致しましたのでお知らせいたします。 

記 

１． 合併の効力発生日の変更 

変 更 前 変 更 後 

2020 年１月１日（予定） 2020 年４月１日（予定） 

 

２． 変更の理由 

 合併の効力発生日について 2020 年１月１日を予定しておりましたが、合併の事務手続きに当初

の見込みを超える期間を要することが判明したため、2020 年４月１日に変更することと致しまし

た。 

 

３． 日程 

合併効力発生日変更承認取締役会 2019 年 12 月 19 日(木) 

合併効力発生日変更合意書締結 2019 年 12 月 19 日(木) 

合併の予定日（効力発生日） 2020 年 ４月 １日(水)（予定） 

以上は当社子会社のＳＢＳリコーロジスティクス株式会社における決定であります。決定後直ち

に当社にて承認いたしました。 

４． 今後の見通し 

 本合併は、当社の連結孫会社同士の合併であるため、当社連結業績に与える影響はありません。 

 

以 上 


